
○○乖離率を指標として市場の評価に基づく要件を課すことにより、結果とし乖離率を指標として市場の評価に基づく要件を課すことにより、結果とし
て市場が大きく競合が激しい領域の品目は対象にはならず、て市場が大きく競合が激しい領域の品目は対象にはならず、オーファンオーファン
に代表される市場の小さい領域や、競合品が尐なくアンメット・メディカに代表される市場の小さい領域や、競合品が尐なくアンメット・メディカ
ル・ニーズが高い領域の品目のみが薬価維持特例の対象になると予測ル・ニーズが高い領域の品目のみが薬価維持特例の対象になると予測
される。される。

薬価維持特例の対象範囲薬価維持特例の対象範囲

1313

〔〔薬価維持の対象範囲薬価維持の対象範囲〕〕
薬価改定時において、以下のいずれかの要件を満たす既収載品であって、当該医薬品薬価改定時において、以下のいずれかの要件を満たす既収載品であって、当該医薬品
の乖離率が薬価基準収載全品目の加重平均乖離率を超えないものの乖離率が薬価基準収載全品目の加重平均乖離率を超えないもの
OO 特許期間中の医薬品（後発品が薬価収載されていないもの）特許期間中の医薬品（後発品が薬価収載されていないもの）
OO 再審査期間中の医薬品再審査期間中の医薬品
※※なお、保険医療上不可欠で採算性に乏しい医薬品も、薬価維持特例の対象とするなお、保険医療上不可欠で採算性に乏しい医薬品も、薬価維持特例の対象とする

※※毎回の改定ごとに、乖離率を踏まえて対象品目が見直される毎回の改定ごとに、乖離率を踏まえて対象品目が見直される


